
摩川内市役所 税務課 

個人所得に係る主な税制改正の概要 

平成３１年度（３０年分）以降の適用分 

 

１ 配偶者控除の見直し 

 

納税義務者の所得に応じて、控除額が下表のように変わります。また、納税義務者の合

計所得金額が、１，０００万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることは出来ま

せん。 

  

納税義務者の合計所得金額 
控除額 

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 

９００万円以下 ３３万円 ３８万円 

９００万円超９５０万円以下 ２２万円 ２６万円 

９５０万円超１，０００万円以下 １１万円 １３万円 

１，０００万円超 適用できません 適用できません 

 ※控除対象配偶者･･･配偶者の年齢が１月１日時点で６９歳以下 

 ※老人控除対象配偶者･･･配偶者の年齢が１月１日時点で７０歳以上 

 

２ 配偶者特別控除の見直し 

 

  今回の見直しにより、配偶者の合計所得金額が「３８万円超７６万円未満」から「３８

万円超１２３万円以下」に拡充されました。また、納税義務者の所得に応じ、控除額が下

表のようになります。 

 

 

 

配偶者の合計所得金額 

本人の合計所得金額 

９００万円以下 
９００万円超～ 

９５０万円以下 

９５０万円超～ 

１，０００万円以下 

３８万円超～ ９０万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円 

９０万円超～ ９５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円 

９５万円超～１００万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円 

１００万円超～１０５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円 

１０５万円超～１１０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円 

１１０万円超～１１５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円 

１１５万円超～１２０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円 

１２０万円超～１２３万円以下 ３万円 ２万円 １万円 

 ※従来どおり、納税義務者の合計所得金額が１，０００万円を超える場合は、配偶者特別

控除の適用は出来ません。 


